
「民法」とは、私たちの生活における財産関係（所有・契約・賃貸借・不法行為など）と家族関係（親族・相続）
について規定する法律です。その中に、債務不履行と未成年者契約について定められています。
【債務不履行解除】
　相手の故意・過失によって約束が守られない場合（債務不履行）は、契約を解除または損害賠償を求めることが
できます。
【未成年者契約の取消】

「特定商取引に関する法律」(特定商取引法)では、消費者トラブルが生じやすい次の７つの取引について、事業者
の不公正な行為を規制したり、クーリング・オフや中途解約、取消や過量販売における解除(訪問販売・電話勧誘
販売)など一定の民事ルールが定められています。
※特定継続的役務提供に美容医療が追加されました。

特定商取引に関する法律(特定商取引法)

①訪問販売
・事業者が消費者の自宅等へ訪問し
て商品や役務の提供をする取引
・キャッチセールス、アポイント
メントセールスの場合は、誘わ
れて行った喫茶店や店舗での契
約も該当

★クーリング・オフ：8日間

②通信販売
・新聞、雑誌、インターネット等で
広告し、郵便、電話等の通信手段
により申込みを受ける取引

★クーリング・オフ：×
☆法律では、返品について表示
がなければ、8日間は返品でき
るとされています。

③電話勧誘販売
・電話で勧誘し、申込みを受ける取
引。電話をいったん切った後、消
費者が郵便や電話等によって申込
みを行う場合も該当

★クーリング・オフ：8日間16

契約内容の重要な
ことについて事実
と異なること(ウ
ソ)を言う

不実告知
将来の変動が不確
実なことについて、
間違いないなどと
断定して告げる

断定的判断の提供
一方で有利なこと
を言い、他方で不
利益な事実を故意
に言わない

不利益事実の不告知
帰って欲しいと伝え
たのに帰らない
帰りたいと伝えたの
に帰らせない

不退去･退去妨害
事業者が必要以上
に過量であると知
っていて勧誘する

過量販売

平成30年の改正により、社会生活上の経験不足の不当な利用（不安をあおる告知と恋愛感情等に乗じた人間関係
の濫用）等による勧誘行為が取り消し得る不当な勧誘として追加されました。（2019年6月15日施行）

　未成年者が法定代理人(親権者等)の同意なく契約した場合は、取消すことができます。ただし、小遣いの範囲
　内・成人していると偽る・成人になってから代金を支払う・結婚している等の場合は取消ができません。

霊感等による知見を用いた告知
（霊感商法等）

勧誘することを告げずに、
退去困難な場所に同行し勧誘

威迫する言動を交え、
相談の連絡を妨害

契約前なのに強引に損失補償を請求される等
（契約締結前に債務の内容を実施等）

がなければ、送料を負担し8日間
は返品できるとされています。

相手の故意・過失によって約束が守られない場合（債務不履行）は、契約の解除と併せて損害賠償を求めること
ができます。

未成年者が法定代理人（親権者等）の同意なく契約した場合は、取消すことができます。ただし、小遣いの範囲
内・成人していると偽る・成人になってから代金を支払った場合は取消すことができません。

・電話で勧誘し、申込を受ける取引。
・以下の場合も、該当します。
１）広告等を見て、消費者から電話
注文をした際に広告にない商品
や定期購入を勧誘された場合

２）業者からURLが送られて、イン
ターネット回線を使って通話やオ
ンライン会議で勧誘された場合

不実告知

不招請勧誘の禁止 ・ 再勧誘の禁止

るというかたちで参加さ
せ、販売組織を連鎖的に
拡大して行う商品・役務
（サービス）の取引

入力などの仕事を紹介すると勧誘し、パソコンや検定試験の教材などを
購入させる商法

インターネットを通じて商品やサービスを購入する際の、誤った操作などから消費者を救済する法律です。消費者
がインターネットで申込みを行うに際して、その内容を確認する措置を事業者が講じなかった場合、消費者の操作
ミスによる申込みは取消すことができます。
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